
（事務手続きのフロー）

 手続き先 手続きの流れ

 岬町まちづくり戦略室 

企画地方創生担当 

・令和８年１月１日から令和９年３月３１日までの間に民間賃貸住宅に

入居された方 

 

　　　　　入居の日から９０日以内に申請 

 

 

・岬町定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助交付申請書、添付書類提出 

 

　　　　　申請内容を審査し、交付が適当と認めるときは、交付 

決定通知書を、交付が適当でないと認めるときは、 

不交付決定通知書を申請者に通知 

 

・岬町定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助金請求書提出 

　　４月分から９月分まで　　１０月末まで 

　　１０月分から３月分まで　　４月末まで 

 

 

 

 

・岬町より定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助金を交付 

 

※次年度以降、岬町定住促進対策民間賃貸住宅家賃補助更新書を 

４月１５日から５月１５日までに提出 


